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Abstract

Focusing on responsibilities for victory-oriented attitude by coaches who account for the 

most part of corporal punishments during extracurricular sports club activities in which such 

punishments have been rampant, we limited subjects in the present study, in particular, to those 

of baseball clubs which have deep-seated problems of corporal punishments. Objective of the 

study was to clarify how coaches of clubs in baseball superpower schools or those trying to 

become such a superpower school, who have been under pressure to pursue victory more than 

ever, take responsibilities for victory-oriented attitudes based on what kind of logics. We adopted 

the responsibility concept set up by Omine et al. (2013).  

As the results, it has been proved that coaches in baseball superpower schools or those 

trying to become such a superpower school take structural responsibilities for their victory-

oriented attitudes from a sense of responsibility with obligation generated from victory-oriented 

attitudes ① in association with participation in baseball as a competitive sport, ② expected by 

those who are involved in baseball clubs and ③ based on educational logics. It has also been 

suggested that coaches of baseball clubs have such structural characteristics that victory is be 

positioned as an aspect to be evaluated among others.

Since such responsibility with obligation as not to exert corporal punishment also exists in 

such settings, on the other hand, it has been suggested that it is a responsibility with obligation 

for coaches in baseball superpower schools or those trying to become such a superpower to 

satisfy both responsibility with obligation to pursue victory and not to exert corporal punishment 

as well. 
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１．緒言

　2013（平成 25）年 8 月，文部科学省は，体
罰の実態に関する第 2 次報告を発表した 1)．国
公私立の小学校，中学校，通信制を除く高等学
校，中等教育学校，特別支援学校，高等専門学
校を対象にした，2012（平成 24）年度に発生
した体罰の状況について報告された．発生学校
数は 4,152 校であり，中学校において 1,729 の
学校が，高等学校において 1,190 の学校で体罰
が生じており，全体の 7 割が中学校と高等学校
であると報告された．全国の国公私立の中学校
と高等学校の学校数（15,721 校）は，その他の
国公私立の小学校，中等教育学校，特別支援学
校，高等専門学校を加えた全体の学校数（38,346
校）の 4 割に過ぎない．また，国公私立の中学
校と高等学校の教員数（503,003 人）は，その
他の国公私立の小学校中等教育学校，特別支援
学校，高等専門学校を加えた全体の教員数

（1,011,033 人）の 5 割にも満たない．さらに，
中学校と高等学校の体罰の発生数は 5,077 件で
あり，全体の体罰の発生数が 6,721 件である中，
7 割にのぼる 2)．つまり，中学校と高等学校に
おいて，体罰が多く生じていると言える．
　中学校と高等学校において，最も体罰が多く
発生している場面は，部活動である．中学校全
体の体罰発生数は 2,805 件であったが，部活動
において 1,073 件（38.3％）起こっており，授
業中や休み時間と比較しても，最も多い．また，
高等学校全体の体罰発生数は 2,272 件であった
が，部活動において 948 件（41.7％）起こって
おり，中学校と同様に，授業中や休み時間と比
較しても，最も多いことが見て取れる．
　部活動の中でも，特に，運動部活動において
体罰が多く発生している可能性がある．なぜな
ら，中学校で最も多く体罰が発生している場所
は運動場・体育館であり，全体の 40.5％である
1,136 件が報告されているからである．高等学
校においても同様であり，全体の 42.4％である

964 件が運動場・体育館の場所であると報告さ
れている．しかしながら，部活動以外の授業中，
放課後，さらには，休み時間の場面の運動場・
体育館で体罰が発生している可能性もある．以
下では，文部科学省による，体罰に関する他の
調査結果を精査し，さらに，運動部活動の体罰
の状況を考察する．
　文部科学省によると，2011（平成 23）年度
に体罰を行ったことにより当事者責任として懲
戒処分を受けた公立学校における小学校，中学
校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校の
教員数は 126 人であり，訓告等の処分を含める
と 404 人であった 3)．中でも，訓告等を含めた
懲戒処分を受けた，中学校と高等学校の教員数
を算出すると 319 人であった．319 人のうち，
部活動の場面における体罰に対して，訓告等を
含めた懲戒処分を受けた教員数を算出すると
110 人であった．そのうち，83 人が運動場・体
育館での体罰に対して処分を受けている．2010

（平成 22）年度の調査結果においても，同様の
傾向が報告されている 4)．以上の諸点から，運
動部活動において体罰が多く生じていると結論
づけられるだろう．
　学校教育法 11 条においては「校長及び教員
は，教育上必要があると認めるときは，文部科
学大臣の定めるところにより，児童，生徒及び
学生に懲戒を加えることができる．ただし，体
罰を加えることはできない」と規定されている 5)．
　体罰を行った教師は，刑事上，民事上，さら
には，行政上の罰則を負うことがある 6)．刑事
上の罰則としては，体罰の態様によって，刑法
208 条の暴行罪や刑法 204 条の傷害罪が成立す
る．暴行罪であれば，2 年以下の懲役，もしくは，
30 万円以下の罰金または拘留に処せられる．
暴行罪や傷害罪は非親告罪であるため，生徒や
両親が告訴しなくても，処罰される可能性があ
る 7)．また，民事上の罰則としては，民法 709
条の不法行為責任に基づき，被害者に対して損
害賠償義務を負うことが原則であるが，国公立
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学校の教員の場合においては，個人は被害者に
対して賠償義務を負わない．一方で，当該教師
は，国等が被害者に支払った賠償金に対して，
国等から支払いを要求される場合がある．教員
が国公立学校の教員である場合には，公務員法
上の懲戒処分という行政上の罰則を負うことに
なる 8)．私立学校の教員である場合は，就業規
則による所定の処分を受けることがある．
　一方，諸外国に目を転じると，アメリカの
“National Coalition to Abolish Corporal 
Punishment in Schools（NCACPS）” の調べで
は，学校における体罰を禁止している国は，
2014 年 1 月時点で日本を含む 119 カ国である 9)．
このことからもわかるように，体罰を法的に禁
止することは，世界的な潮流となっている 10)．
　体罰は法的に禁止されているにも関わらず，
特に，運動部活動において体罰の事件が後を絶
たないのは，坂本が指摘するように，運動部活
動における体罰が一般的に考えられているより
もはるかに根本的で構造的な問題であり，従来
のような体罰の非教育性や反道徳性を訴えるだ
けでは，到底解決しえない問題であるためであ
ろう 11)．
　教育再生実行会議の第一次提言においては，
部活動における体罰を根絶するために，教員や
部活動指導者が勝利至上主義に陥ることがない
よう，提言された 12)．このように，体罰を生む
要因の 1 つに，指導者 13)，もしくはチームによ
る勝利至上主義があるという言説が存在する．
しかしながら，勝利至上主義という用語につい
ては，論者が厳密な定義を行わず，その意味内
容については曖昧さを残したまま使用される
ケースが多い．勝利を獲得するために，練習中
の体罰や試合中の反則行為など，いかなる手段
の行使も是とする考えであるのか，勝利を試合
において最も重視されるべき価値の 1 つとする
考えであるのか，もしくは，試合において勝利
のみを目指す考えであるのか，詳述されない傾
向にある．勝利至上主義の是非を論じると，勝

利至上主義はけしからんという意見と，勝利を
否定したらスポーツの意味が失われるという意
見の対立から水掛け論になるのは 14)，勝利至上
主義の多義性も影響しているであろう．
　関根は勝利至上主義を，スポーツ以外の価値
を手に入れる過程で勝利を唯一の目的として振
る舞うという意味として規定し，勝利追求と区
分して，体罰について論じている 15)．しかしな
がら，異なる解釈が与えられる可能性も残って
おり，勝利至上主義の概念的枠組みを構築する
ことは容易ではない．本研究では，勝利至上主
義の概念的枠組みの構築を目指すのではなく，
運動部活動における指導者の，勝利追求に対す
る責任について探求したい．上述したように，
運動部活動の指導者が体罰を行使している現状
があり，また，過度の勝利追求が体罰を行使さ
せる要因の 1 つであるとするならば，運動部活
動における指導者の勝利追求に対する責任につ
いて明らかにすることは，体罰問題に取り組む
上で意義があろう．
　近年，応用倫理学の領域においては，古典的
な責任概念をさまざまな文脈で検討し，現代社
会において責任を負うことの可能性と不可能性
が問われている 16)．責任は，実践的な倫理の多
様な問題に関連しており 17)，スポーツにおける
倫理問題にアプローチする上でも，責任概念に
着目する可能性について示唆されている 18, 19)．
　本研究では，野球部における指導者の勝利追
求に対する責任に着目する．様々な運動部にお
いて体罰は顕在化しているが，中でも，野球部
における体罰は根が深いと考えられるためであ
る．冨江は，大学生を対象に体罰経験を調査し，
中学校時に野球部に所属していた者の 51.7%
が，高校時に野球部に所属していた者の 74.2%
が体罰を経験していたことを示した 20)．また，
日本高等学校野球連盟は，全国の 4,032 の加盟
校を対象に体罰についてのアンケート調査を行
い，3,605 校（89.4％）が「絶対にすべきでない」
という結果が出た一方で，「指導する上で必要」
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と答えた学校が 393 校（9.7％）であった結果
を発表した 21)．
　本研究では，特に，勝利をより求められる環
境にある，野球強豪校 22)，さらには，野球強豪
校を目指す学校の部における指導者に対象を限
定する．それらの指導者達がいかなる論理から，
勝利追求に対して責任を負うのかを明らかにす
ることを目的とする．
　以下では，まず，本研究の分析視点である，
責任概念を設定する．次に，設定した責任概念
を分析視点として，野球強豪校と野球強豪校を
目指す学校の部における指導者が，いかなる論
理から勝利追求に対して責任を負っているのか
を明らかにする．最終的に，野球強豪校と野球
強豪校を目指す学校の部における指導者が，勝
利追求に対して構造的に責任を負いつつも，体
罰を行使しない責任との両立が求められる点を
示す．

２．責任概念という分析枠組み

　本研究では，大峰ら 23) において設定された
責任概念を援用する．大峰らは野球の報復死球
という倫理問題を論じる上で，責任概念に着目
している．瀧川 24) において規定された責務責
任概念に，Sandel 25) によって示唆された連帯
の責務の概念を加えることによって，分析枠組
みが設定されている．
　瀧川の責務責任とは，人がある立場・地位・
役割を占めることによって発生する責務であ
り，Rawls26) によって示された義務と責務を含
む，より一般的な「務め」というべき意味であ
る 27)．ただし，すべての義務が含まれるわけで
はなく，継続した配慮と注意を要求されない，
短期間で単純な事柄に関する義務は含まれな
い．他者に危害を加えたり，傷つけたりしては
ならない義務は，責務責任に包含される．一方
で，Rawls の規定する責務は，人々による合意
が存在したかという点や，誰とどのような条件

で合意したかによって決まる点に特徴がある 28)．
　Sandel による連帯の責務は，人々による合
意が存在したかという点に基づいていない 29)．
Sandel は，個人の道徳的アイデンティティを
家族，近隣，都市などの諸共同体の一員である
ことをとおして見出す必要があり，連帯の責務
は一定の歴史を共有する諸共同体の人間に対し
て課されるとする．
　瀧川による責務責任の規定に，Sandel によ
る連帯の責務の考えを加えた責務概念を，本研
究の分析枠組みとする．責務責任の概念は絶対
的な原理ではなく，大峰らが野球の報復死球と
いう倫理問題を論じる上で用いたように，問題
状況の理解を深め，考察を進めるためのツール
として位置づけられる．このような視座は，体
罰問題に対してこれまで着目されてこなかっ
た，個人は合意していない点に対しても責任を
負うという，コミュニタリアニズム 30) の観点
が包含されているため，野球強豪校と野球強豪
校を目指す学校の部における指導者の勝利追求
に対して負う責任を明らかにする上で，新たな
知見が得られる可能性がある．

３．	野球強豪校と野球強豪校を目指す学
校の部における指導者が負う勝利追
求に対する責務責任の検討

３.1．	野球という競技スポーツへの参加によっ
て生じる勝利追求の責務責任

　久保は，競技スポーツとはスポーツにおいて
勝敗を競うことを主とする活動であり，複数の
人間や集団が互いに勝利を追求するところに成
立する点を指摘している 31)．川谷も，競技スポー
ツは本質的に競争という側面を持っており，競
技スポーツに参加する者は勝利という結果を追
求せざるを得ないと述べる 32)．競技スポーツの
目的は強さ（身体能力の卓越性）の比較にあり，
その目的を達成するために競技者がまずすべき
ことは，ルールの範囲内で勝利を追求すること
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である 33)．
　野球の「公認野球規則」においては，相手チー
ムより多くの得点を記録し，勝つことが目的と
して記述されている 34)．プレイヤーや指導者は，
野球規則に合意して，試合に参加している．つ
まり，プレイヤーや指導者といった試合への参
加者は，ルールに則って勝利追求を行う責務責
任があると言える．

3.2．	野球部に関わる人々の勝利追求への期待
から生じる責務責任

　久保は，競技集団におけるコーチは集団にお
ける共同の目標達成のための任務として，選手
達の競技力向上と試合の勝利追求という役割を
持っており，勝利追求という行為はコーチの正
当な行為であると指摘する 35)．
　一方で，コーチの勝利追求の役割は，プロス
ポーツと部活動のような異なる競技レベルにお
いては，変わってくる点を留意しておく必要が
ある．Simon は，勝利することが唯一の，コー
チにおける倫理的責務（ethical obligation）で
はないと主張する 36)．スポーツにおける様々な
レベルにおいては，主要な責務にさえなり得な
い可能性がある点を指摘する．例えば，幼児に
スポーツの指導を行う際には，基礎的な身体的
スキル，年齢に適した戦略，ゲーム認知，さら
には，生涯にわたって持ち越される可能性があ
るゲームへの興奮を教えることが，勝利追求よ
りも重要であると述べる．
　しかしながら，本研究の対象である野球強豪
校と野球強豪校を目指す部における指導者は，
幼児に野球を指導しているのではなく，依然と
して，勝利することが倫理的責務の 1 つであり，
評価される規準の 1 つであると言える．なぜな
ら，野球強豪校と野球強豪校を目指す部におけ
る指導者に対しては，当該運動部に関わる人々
から，勝利追求への期待がかけられるケースが
あるためである．
　Coakley は，高校や大学のコーチに期待をす

る人々として，「学校管理者（学校の経営者）」，
「国内の運動競技組織とコーチ組織」，「運動競
技の部長（athletic director）」，「同僚のコーチ」，

「サポートスタッフ」，「教職員と学生」，「ファン，
特に卒業生，学生，後援会」，「報道関係者の職
員」，「プイレヤーの両親」，「プレイヤー」をあ
げている 37)．Coakley の指摘は，野球強豪校と
野球強豪校を目指す学校の部における指導者に
も該当すると考えられる．
　日本の高等学校では，進展する少子化の中で，
受験生集めに学校の経営者は頭を悩ましてお
り，受験生を 1 人でも多く集める知名度と魅力
を獲得するために，スポーツで名を上げること
が有効な手段となっている現実がある 38)．学校
のメディアバリューがスポーツによって与えら
れやすいのは，現代のスポーツがトーナメント
方式を採用することによって，明確な結果を与
える競争の形式を持っているためであろう 39)．
学校の経営者や教職員は，自校の存続のために
も，部活動の指導者に対して，勝利への期待を
かける．特に，野球部は他の競技の部活動と比
較すると，大きな広告効果を持っているため，
より大きな期待が指導者に向けられる現実があ
る．笹川スポーツ財団の調べでは，種目別の直
接スポーツ観戦率 40) において，高校野球はプ
ロ野球についで 2 位（6.4％）であり，J リーグ

（5.2％）やマラソン・駅伝（4.7％）より高い観
戦率が報告されている 41)．野球強豪校と，野球
強豪校を目指す部においては，学校の経営者や
教職員から，指導者への勝利追求の期待が存在
すると言える．
　また，プレイヤーやその保護者にとっても，
有名大学への進学のために，全国大会で優秀な
成績を収めることの期待が指導者に向けられる
現実もある．もちろん，外在的な目的だけでな
く，内在的な目的からも勝利を指導者に期待す
るプレイヤーも存在する．運動部活動のプレイ
ヤーが指導者に対して抱く期待について，鳶
野 42) は示唆に富んだ指摘を行っている．試合
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で好成績を目指すことを「望ましさ」として内
面化したプレイヤーは，指導者が練習において，
部員に対する怒声や罵倒を含む乱暴な扱いを
いっさい排し，終始温和で穏やかな態度で臨む
とすれば，部員の中にはさらに厳しい指導を要
求してくる者が現れてくる点について言及して
いる 43)．なぜなら，終始温和で穏やかな態度で
臨む指導者に対して，目指すべき目標としての
勝利や，好成績獲得への意欲が弛緩した姿をプ
レイヤーが見いだすためであるという．プレイ
ヤーは目指すべき目標としての「望ましさ」の
価値的な重みを感じ取ろうとして，心身に響い
てくる激しさや厳しさを，指導者に求めていく
点を指摘している．
　以上の諸点から，野球強豪校と野球強豪校を
目指す部における指導者は，様々な立場の人々
から勝利期待の凝集点として位置づけられ，そ
の期待に反応し突き動かされる行為媒体として
捉えられる可能性がある 44)．運動部活動はプレ
イヤーとその保護者，学校の経営者，さらには，
卒業生や後援会などからの参加や支援によって
成り立っている側面もあり，指導者は運動部活
動の関係者からの期待や要求に応える責任を持
つ可能性がある．しかしながら，指導者は運動
部活動に関わる人々からの勝利への期待や要求
に応えることに必ずしも合意しているわけでは
ないため，Rawls による責務の考え方からは，
勝利追求の要求に対する責務責任は導かれない
と考えられる．
　一方で，Sandel による連帯の責務の考え方
に基づけば，個人は社会的・歴史的な役割から
分離不可能とされるため，運動部活動という共
同体の一員であることを通して，責務を負うこ
とになる．運動部活動の一員として指導者であ
ることは，当該運動部という共同体を構成する
者が互いに負う連帯の責務を要求する．運動部
活動に属することによって生じる連帯の責務
は，Sandel が指摘したように，自発的な合意
を必要としない責務である．ゆえに，野球強豪

校と野球強豪校を目指す部における指導者は，
当該運動部に関わる人々からもたらされる，勝
利への期待や要求に対して，責務責任を負うこ
とになる．合意はない可能性がある一方で，連
帯の責務からもたらされる，試合で勝利追求を
行う責務責任が存在していると言える．

3.3．教育の論理から生じる勝利追求の責務責任
　運動部活動は「競技的空間」に存在している
だけでなく，学校という「教育的空間」にも存
在している 45)．教育の論理は，勝利追求とは逆
のベクトルにあると解釈されるケースもあり，
指導者の勝利追求に対する責務責任を抑止する
側面もある．しかしながら，教育の論理の中に，
勝利追求という価値が存在しないわけではな
い．
　保健体育編・体育編の高等学校学習指導要領
解説においては，「勝敗などを冷静に受け止め，
ルールやマナーを大切」にすることが体育の目
標として記され 46)，また，球技においては，「勝
敗を競う楽しさや喜びを深く味わう」ことも求
められている 47)．球技において勝敗を競う楽し
さや喜びを深く味わうことは，保健体育編の中
学校学習指導要領解説においても記されている 48)．
さらに，運動部については，勝つことのみを目
指した活動とならないよう留意することが求め
られているが 49)，勝利追求という価値は否定さ
れてはいない．
　部活動は学校教育の一貫として，教育課程と
の関連が図られるよう留意することが示されて
いることからも 50)，部活動における指導者は部
員に対して，勝つことを目指した結果生じた勝
敗を冷静に受け止めさせるとともに，勝敗を競
う楽しさや喜びを味あわせることが求められて
いると言える．つまり，教育の論理と勝利追求
は，必ずしも相反関係ではないと言える．教育
の論理と相反関係にあるのは，ルールやマナー
を大切にしないで勝利を追求させ，勝敗を競う
楽しさや喜びを味あわせない取り組みである．
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　運動部活動における指導者には，教育の論理
からも，試合で勝利を追求させ，その楽しさや
喜びをプレイヤーに教える責務責任が存在して
いると言える．
　
3.4．	勝利追求の責務責任と体罰を行使しない

責務責任の両立の必要性
　以上の諸点から，野球強豪校と野球強豪校を
目指す部における指導者は，野球という競技ス
ポーツへの参加によって生じる勝利追求の責務
責任，野球部に関わる人々の勝利追求への期待
から生じる責務責任，教育の論理から生じる勝
利追求の責務責任から，構造的に勝利追求に対
して責務責任を負っていると言える．
　一方で，野球強豪校を目指さない部の指導者
においても，類似した構造があると言える．な
ぜなら，野球という競技スポーツへの参加に
よって生じる勝利追求の責務責任と教育の論理
から生じる勝利追求への責務責任は，すべての
日本の野球部において該当するためである．ま
た，野球部に関わる人々の勝利追求への期待も，
少なくない部において存在すると言えるであろ
う．つまり，野球部の指導者に対して，勝利を
重視されるべき価値として位置づけさせる構造
的特質が，存していると言える．
　しかしながら，勝利追求に対する責務責任が
あるからといって，体罰を行って勝利追求を行
うことを是とする結論には帰結しない．なぜな
ら，部活動における指導者は，部員に危害を加
えたり，傷つけたりしてはならない責務責任を
負っているためである．勝利追求と体罰を行使
しないことを両立させることが 51)，野球部にお
ける指導者の責務責任であると言えよう．
　

４．まとめと今後の課題

　本研究は，体罰が多く発生している運動部活
動において，体罰を行使する主体である指導者
の勝利追求に対する責任に着目した．中でも，

体罰問題が根深い野球部に対象を限定して，勝
利をより求められる環境にある野球強豪校と野
球強豪校を目指す学校の部における指導者が，
いかなる論理から勝利追求に対して責任を負っ
ているのかを明らかにすることを目的とした．
分析枠組みとしては，大峰らにおいて設定され
た責任概念を用いた．
　結果としては，野球強豪校と野球強豪校を目
指す部における指導者は，野球という競技ス
ポーツへの参加によって生じる勝利追求の責務
責任，野球部に関わる人々の勝利追求への期待
から生じる責務責任，教育の論理から生じる勝
利追求への責務責任から，勝利追求に対する責
務責任を負っていたことが明らかにされた．野
球部の指導者に対して，勝利を重視されるべき
価値として位置づけさせる構造的特質が，存し
ている点が示唆された．一方で，体罰を行使し
ない責務責任も存在し，勝利追求の責務責任と
両立させることが，野球強豪校と野球強豪校を
目指す部における指導者の責務責任であると示
唆された．
　運動部活動の体罰の抜本的な解決に際して
は，体罰の非道徳性を訴え，指導者の資質向上
を図るだけでなく，構造的に指導者が負ってい
る勝利追求に対する責務責任を，体罰につなが
らせないための具体的な方略を模索していくこ
とが求められていると言える．そのためにも，
どのような種類の勝利の追求が体罰を生み出す
か，もしくは，生み出さないかの論理の解明が
今後の課題となろう．

付記
　本研究は，科学研究費補助金（特別研究奨励
費，課題番号：25・57093）の助成を得て行わ
れたものである．
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